覚書

[bookmark: _GoBack]●●（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）は、次のとおり覚書を締結する。

第１条（）
※合意した内容を記載します。

第２条（）

第３条（）


本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。

●●●●年●●月●●日

【甲】



【乙】

